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一般社団法人 National Clinical Database 
2018 年度事業計画書 

 
National Clinical Database（以下 NCD）は臨床現場の医療情報を体系的に把握し、医療の質の

向上に資する分析を行う。その結果を以て一般市民に最善の医療を提供し、適正な医療水準を

維持することを目的とする。本年度は、以下の社会事業を実施する。 

 

（１）医療情報を集積したデータベースの維持管理及び提供について 

 データ入力仕様の要望を加盟学会より受け付け、改訂を行い、収集データの改善を図る。 

 ソフトウェア品質を確保しながら効率的な開発及び業務担当者間での共進化を図る。 

 登録症例データを利用した集計・分析結果を確認できるフィードバック機能を充実させる。 

 追跡調査の補助機能を継続的に開発し、フォローアップ情報の入力率向上に寄与する。 

 DPC・レセプトデータを利用し、医療の質・効率性の評価・分析研究を実施する。 

 

（２）データベースを活用した医療水準の評価及び臨床研究の支援について 
 臓器別癌登録データベース基盤の構築に向けて、症例登録システム開発及び運用を行う。 
 日本泌尿器科学会において、基盤となる症例登録システム機能の開発及び運用を行う。 
 日本形成外科学会において、基盤となる症例登録システム機能の開発及び運用を行う。 
 日本病理学会おいて、剖検輯報データベースの運用及びデータダウンロード機能を追加実

装する。病理遠隔診断システム開発を支援する。 
 日本再生医療学会において、再生医療等製品使用データ登録システムの運用設計を支援す

る。 
 NCD データ活用環境の構築し、自施設データ利用の運用を見直しつつ、医療品質の評価や

改善に寄与する。 
 各領域の研究プロジェクト、学術調査、アニュアルレポートを通じて、臨床的検討を行う。 
 各領域での Site-Visit や Web-Audit におけるデータ検証等を支援する。 
 電子カルテシステムに NCD 症例アップロード機能を搭載するための情報連携を行う。 

 
（３）データベースの運用による関連団体との業務連携について 

 学会専門医制度等と連携した各種申請システムの維持管理及び開発を継続的に行う。 
 学術団体向けの DB 初期開発に関するガイダンス及び Q&A 対応を推進する。 

 医療機器等の製造販売後データベース調査における信頼性担保に努める。 

 NCD セミナーや各領域の学術総会または手順書などの教育コンテンツを通じて、業務連携

に努める。 

 

（４）法人の目的を達成するために必要な関連事業ならびに業務について 

 施設会費プランの検討、施設会員登録に関する周知活動等。 

 セキュリティ保持、知的財産の管理、法・倫理的課題の解決。 

 科学的根拠のもとでの行政との意見交換。研究機関登録の準備等。 

 サーバーリプレイス、データセンター運用条件の検討等。 
 

以上、今後も引き続き、各事業で関連する学術団体でのガバナンス強化を目指す。 
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23．総務委員会

委員長　仁　尾　　正　記

1．事務局職員の就業規則類について
　顧問社会保険労務士の指導を受けて，最新の法令に則り，事務局職員の就業規則類（就業規則，職員給
与規定，慶弔規定，職員出張規定，職員退職手当規定，育児・介護休業規定，契約職員就業規則，ハラス
メント防止規定，母性健康管理規定，定年再雇用規定，特定個人情報取扱規定）の全面的な改定を行った．

2．事務局職員の採用について
　事務局の有期契約職員 2 名を正職員として雇用した．
　また，平成 30 年度中も 1 名の職員を新規雇用の予定とした．

3．事務所会議室の貸与について
　他学会・研究会などに事務所の会議室を貸与しているが（1時間当り5,000円），平成29年度は日本肝胆
膵外科学会，日本消化管学会，日本食道学会，日本胆道学会，日本小児外科学会，日本肝臓学会，日本呼
吸器外科学会，日本 AcuteCareSurgery 学会，肺移植関連学会協議会，補助人工心臓治療関連学会協議
会，産業技術総合研究所，および各種厚生労働科学研究班会議など，延べ 28 件の申込みがあった．
　なお，事務所が入居している世界貿易センタービルの建替え工事が 2021 年 1 月に着工されることに伴
い，2020 年中に事務所の移転を行うため，会議室貸与の受付は 2019 年 12 月末までとした．

24．将来計画委員会

委員長　森　　　　正　樹

　前年度に引き続き，「外科必修化の復活」「外科医の適正数の調査」「外科医のインセンティブ」「学術集
会の在り方」の 4 つのワーキンググループに分かれて，それぞれの課題に取り組んだ．このうち，「外科必
修化の復活」については大幅な進展があった．

1）「外科必修化の復活」ワーキンググループ

リーダー　土　岐　　祐一郎

　「外科必修化の復活」ワーキンググループでは，平成 32 年度より開始される新たな臨床研修制度から外
科を必修化に戻すため，厚生労働大臣に要望書を提出したり，国会議員有志による勉強会に参加してプレ
ゼンテーションを行ったりするなど，様々な具体的な働き掛けを行ってきた．
　その結果，「医道審議会医師分科会医師臨床研修部会」において，外科，小児科，産婦人科，および精神
科の 4 科目が必修化に戻った（各 4 週間で，8 週間が望ましい）．
　なお，初期臨床研修の方略の詳細などは，同部会で引き続き審議が行われ，3月末には確定する予定である．

165



25．選挙管理・選挙制度検討委員会

委員長　田　口　　智　章

1．平成 29 年度定時社員総会で，事業年度を跨がずに当該事業年度中に当選者が決定できるよう日程をす
べて 1 ヵ月前倒し，「代議員選挙は 1 月に実施する」旨の条文変更が決議されたので，平成 30 年 1 月
16 日に代議員選挙を実施し，第 6 区，第 9 区，第 10 区，および第 22 区の 4 選挙区で厳正に開票作業
を行った．その結果，348 名の代議員が選出した（欠員 2 名；任期は 2020 年 1 月 15 日まで）．
　なお，経費削減のため，第1次および第2次有権者名簿をホームページの掲載だけとすることになっ
ていたが，併せて投票を行うことのない無投票選挙区の選挙広報もホームページの掲載だけにとどめ，
会員にはホームページに掲載した旨をハガキで通知した．
　また，選挙広報の中に投票方法を記載するにあたり，役員・代議員等選任規則第 30 条第 1 項に基づ
き，投票用紙は“自書”とする旨を明記すると共に，無効票の事例として“自書でないもの”を追記し
た．

2．将来計画委員会から諮問されている選挙方法の見直しについて（主に女性会員や市中病院勤務の会員が
当選しにくいという指摘に対して），まずはこれまでの経緯や，法的な制限などについて，改めて次の
とおりに情報の整理を行い，他学会に調査なども行った上で，本格的な検討に着手することとした．
○本学会は旧社団法人から移行した一般社団法人であり，旧中間法人から移行した一般社団法人や，新

たに登記した一般社団法人とは異なり，現在は1年に1度，内閣府の公益認定等委員会に公益目的支
出計画実施報告を行って，種々の指導監督を受けなければならない義務を有するので，その義務から
免れるまでは，指導基準から乖離した制度変更は好ましくない（→平成 30 年度中には義務から免れ
る見込み）．

○現在は会員の約 10％が女性だが，その割合と比べると，女性会員の代議員立候補者数は少ない（→
今回は 3 名）．

○現行の地区別の選挙と並行して，全国区の選挙を実施するという案が以前に提示され，経費の観点か
ら棄却されたことがあったが，投票のオンライン化などで大幅な費用削減が図れれば，この案も再考
したい（→投票のオンライン化にあたっては高齢会員への配慮が必要）．

○代議員ではなくても，理事長および理事会の承諾があれば，理事会や社員総会に参加（陪席）して，
議論に参加することは可能である（→もちろん議決権は有しない）．
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Ⅴ．その他（加盟団体）

26．外科関連学会協議会

座長　松　居　　喜　郎

1．「日本外科学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針（案）」について
　倫理委員会作成の指針案に対して，外科関連学会協議会の加盟学会に意見照会を行ったところ，日本胸
部外科学会，日本心臓血管外科学会，日本血管外科学会，および日本小児外科学会から意見が挙がったの
で，取りまとめて倫理委員会に申し送った．

2．「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」について
　平成 29 年 2 月の「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」や「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す
る倫理指針」の一部改正に合わせて，この指針（http://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/privacy.html）
の内容も改正すべきかどうかなどについて検討を行ったが，改正すべきという意見は挙がらなかった．

27．日本医学会

評議員　大　木　　隆　生

　2018（平成 30）年 2 月 28 日の第 85 回定例評議員会（於：日本医師会館）における議事は，以下の通り
である．

1．報告事項
　1）日本医学会総会
●「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」の準備状況の件
　2019（平成 31）年 4 月 27 日（土）～29 日（月）に名古屋で開催される「医学と医療の深化と広がり～健
康長寿社会の実現をめざして～」をメインテーマとした「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」の準備とし
ては，準備委員会のもと，各委員会を招集し討議を重ね，2017 年 12 月現在，下記の概要が決定された．

①学術講演関係
②日本医学会総会奨励賞
③展示関係
④その他
⑤事務局

　2）2017（平成 29）年度年次報告
　協議会（会長，副会長；11 回），幹事会，定例評議員会，臨時評議員会，総会あり方委員会（2 回），シ
ンポジウム（2 回），シンポジウム打ち合わせ会（2 回），公開フォーラム（2 回），公開フォーラム打ち合
わせ会（2 回），シンポジウム企画委員会（2 回），シンポジウム組織委員会（メール開催；2 回），公開
フォーラム企画委員会（2 回），公開フォーラム組織委員会（メール開催；2 回），医学用語管理委員会（2
回），遺伝学用語改訂に関するワーキンググループ（3 回），医学分科会用語委員会，医学用語打ち合わせ
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会（3 回），医師会医学賞・医学研究奨励選考委員会，加盟検討委員会，「遺伝子・健康・社会」検討委員
会，「母体血を用いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会（3 回），利益相反委員会（2 回），3 委員
会合同委員会，3 委員会委員長打ち合わせ会，研究倫理教育研修会，記者会見，などが報告された．

2．協議事項
　1）2018（平成 30）年度日本医学会事業計画書
　協議会（12 回），幹事会，評議員会，総会あり方委員会（3 回），シンポジウム（2 回），シンポジウム企
画委員会（2 回），シンポジウム組織委員会（2 回），公開フォーラム（2 回），公開フォーラム企画委員会

（2 回），公開フォーラム組織委員会（2 回），医学用語管理委員会（3 回），分科会用語委員会，医師会医学
賞・医学研究奨励賞選考委員会，日本医学会加盟検討委員会 3 回，「遺伝子・健康・社会」検討委員会（3
回），「母体血を用いた出生前遺伝学的検査」施設認定・登録部会（随時），利益相反委員会（3 回），分科
会利益相反会議，雑誌編集者組織委員会（3 回），医学雑誌編集者会議（JAMJE），研究倫理教育研修会，
移植関係学会合同委員会（随時），その他の打ち合わせ会（随時），関連機関の行う諸行事・会議への役員
の参加（随時），などの事業計画が協議された．最後に髙久史麿前会長が日本医学会名誉会長，春日雅人先
生（国立国際医療研究センター名誉理事長）が第31回日本医学会総会会長に推挙されいずれも全会一致で
承認された．
　2）2017（平成 29 年）年度新規加盟学会
　27 学会から申請が出され，日本再生医療学会の加盟が承認された．

28．一般社団法人日本医学会連合

社員代表　森　　　　正　樹

1．平成 29 年度日本医学会連合加盟学会連絡協議会について
　2018（平成30）年 2月 23日に平成29年度日本医学会連合加盟学会連絡協議会（於：東海大学校友会館）
が開催された．
　門脇孝副会長の開会挨拶のあと，テーマ「日本医学会連合に期待するもの」に基づいて，以下の次第に
沿って，門田守人会長，並びに各部会からの報告があった．

1）「開会の挨拶」門脇　　孝副会長
2）「日本医学会連合の目的・行動目標・実際の活動内容について」門田　守人会長
3）「4 領域発表」

①基礎部会　座長：飯野　正光副会長
日本解剖学会　岡部　繁男（東京大学）
日本免疫学会　三宅　健介（東京大学）

②臨床部会・内科系　座長：門脇　　孝副会長
日本小児科学会　宮田　章子（さいわいこどもクリニック）
日本循環器学会　代田　浩之（順天堂大学）
日本糖尿病学会　宇都宮一典（東京慈恵会医科大学）

③臨床部会・外科系　座長：森　　正樹副会長
日本整形外科学会　山崎　正志（筑波大学）
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日本消化器外科学会　瀬戸　泰之（東京大学）
日本産科婦人科学会　苛原　　稔（徳島大学）

④社会部会　座長：岸　　玲子副会長
日本産業衛生学会　川上　憲人（東京大学）
日本医学教育学会　小西　靖彦（京都大学）

4）「総合討論」
5）「閉会の挨拶」飯野　正光副会長

2．平成 29 年度臨時総会について
　2018（平成 30）年 2 月 23 日に日本医学会評議員終了後，平成 29 年度臨時総会（於：日本医師会館）が
開催された．
　開会挨拶のあと，以下が報告された．

1）平成 29 年度日本医学会加盟検討委員会推薦学会の件
2）定款変更（案）の件

29．移植関係学会合同委員会

代表委員　國　土　　典　宏

　特にありません．

30．日本臓器移植関連学会協議会

代表委員　國　土　　典　宏

　第 24 回，第 25 回協議会における議事要旨は以下の通りである．

第 24 回議事要旨
日時：2017 年 4 月 15 日（土）14：00～16：00
場所：ビジョンセンター東京　5 階ビジョンホール
議事
下記について検討した．
1．新規に 1 学会が加入して 54（43 学会＋7 研究会＋3 団体＋1 協議会）の加盟となった．（日本臨床神経

生理学会）
2．厚生労働省より，移植医療の基本方針について以下の説明がなされた．

13 年前と比較し，提供症例数が約 20 倍（年間 3 症例から 64 症例）となっている現状を踏まえ，今後
の移植医療で力を入れる点として①国民への普及啓発，②臓器提供施設の体制の充実，③移植施設の
体制整備が挙げられた．
また，日本臓器移植ネットワーク（JOTNW）の体制見直しと，支援の継続についても言及された．

3．日本臓器移植ネットワークより，1昨年に続き，昨年1月にもあっせんの誤り（新しいシステム（E-VAS
システム）を1昨年10月に導入したが，プログラムに不具合があり移植希望患者の優先順位に誤りが
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原因）があり，再発防止等に関する第三者調査チームによる提言と，提言を受けての対応策について
説明された．これによる新体制となった組織図についても示された．

（提言）
・システム担当者の配置，PMO（programmanagementoffice）の開設
・順位付けのみを行う部門の独立，移植コーディネーターの配置
・新システムは PMO の下で運用し，当面は旧システムと並行稼働期間を設けダブルチェックを行う

（対応策）
・より精度の高いレシピエント検索システムの構築を検討・検証する部門（PMO）の設置
・レシピエント選定時の優先順位付けに特化した専任部門（レシピエント選定 G）の設置
・安全管理推進室に専門の外部有識者を招聘配置

4．規約改正（あり方）委員会より，顧問制度，代表世話人の候補者の推薦，協議会運営費・事務局の運
営方法などの検討結果が説明された．
重要事項のため，後日，文章で意見を伺い，その意見をもとに今後の方向性に
ついて再検討し，次回の協議会で審議をすることが確認された．

5．臓器提供施設体制整備委員会より，脳死下臓器提供時の課題に関して解決法を議論してきたことの説
明があり，そのうち，レシピエント候補者への意思確認の早期化，5 類型施設間の搬送に係る取扱い
の変更，脳死判定医の自施設 2 名要件の緩和等については実現された（レシピエント候補者への意思
確認の早期化については JOTNW の体制が整った時点で実施）ことが報告された．

6．移植施設体制整備委員会より，これまで委員会にて移植医の負担軽減について検討を行ってきたこと
が報告された．

7．臓器移植システム委員会より，これまで委員会にて院内コーディネーターの体制整備について各提言
を行ってきたことが報告された．

8．「臓器移植停滞に関する解決策を見出す勉強会」の説明があり，この勉強会はもともと冨岡議員が臓器
提供を増やすため自民党内で行っていたものだが，2016年に超党派で臓器移植を考える議員連盟とし
て新しく立ち上げられ，以降 4 回の総会が行われていることが報告された．

9．移植法制定 20 周年イベントの説明があり，移植法制定 20 周年を迎え，JOTNW を中心として臓器移
植推進国民大会の開催を2017年 10月 15日（日）に東京のイイノホールで予定していることが報告さ
れた．

10．日本組織移植学会より，臓器移植法改正後，組織移植が減少している現状ならびに今後の方針などに
ついて説明がなされた．また，臓器と組織のコーディネーターの一体化と，外保連へ診療報酬増額の
要望提出時に本協議会より連名でご協力いただきたい旨の要望が出された．

第 25 回議事要旨
日時：2018 年 1 月 13 日（土）14：00～16：00
場所：ビジョンセンター東京　別館　6 階ビジョンホール
議事
下記について検討した．
1．新規に 5 学会が加入して 59（48 学会＋7 研究会＋3 団体＋1 協議会）の加盟となった．（日本小児神経

学会，日本小児神経外科学会，日本 TDM 学会，日本医療薬学会，日本がん薬剤学会）
2．厚生労働省より，臓器移植法改正後の臓器移植の現状や提供施設の環境整備について以下の説明がなさ

れた．
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臓器提供数については，脳死は右肩上がりであり，また心停止を含めた全体数についても一時落ち込ん
だが現在は右肩上がりで推移している．
提供施設については，いわゆる5類型施設のうち体制が整っていない施設が約半数にのぼること，また
体制整備済みの施設においても 0 事例が約半数，1 事例のみが約 2 割を占めている現状を踏まえ，今後
の対応として，①臓器提供に係る手順整備プロジェクト会議，②移植環境整備プロジェクト会議を行っ
ていることが紹介された．

3．日本臓器移植ネットワークより，平成 29 年度の臓器提供数は 111 件で，そのうち 76 件が脳死提供で
あった（10 年前の約 6 倍）．そこで，件数の増加に伴い，提供施設の整備不足などの解消に取り組んで
いることが報告された．

4．日本臓器移植ネットワークとは別組織の「日本臓器移植会議（仮称）」の設立が計画されており，後日，
設立趣意書を送付予定であることが報告された．

31．公益財団法人日本医療機能評価機構

評価委員　中　村　　清　吾

　国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし，中立的・科学的な第三者機関として医療の質の向
上と信頼できる医療の確保に関する事業を行う公益財団法人である．
　毎月開催されている病院機能評価事業の評価委員会に参加をしている．審査は基本的な病院の構成，機
能などについてサーベイヤーが調査した資料に基づき審査し，認定証の発行を行っている．
　医療法の改正により，広告の規制緩和が承認され日本医療評価機構の認定書を取得したことを広告でき
るようになっている．
　現在，病院総数 8,439 施設のうち認定書が発行されたのは 2,179 施設（25.8％）である．（平成 30 年 1 月
4 日現在）
　医療事故情報収集等事業第 51 回報告書（平成 29 年 7 月～9 月）を公表した．
　本年 1 月 15 日付にて医療安全情報　No.134 を公表した．
　公益財団法人日本医療機能評価機構（http://jcqhc.or.jp/）

32．学会認定・臨床輸血看護師制度協議会

代表委員　矢　永　　勝　彦

　臨床輸血に精通し，安全な輸血に寄与できる看護師の育成を目的とし，日本輸血細胞治療学会が主体と
なり，日本血液学会，日本麻酔科学会，日本産科婦人科学会，日本外科学会（2009 年 12 月より参加）が
協力団体，日本看護協会が推薦団体となる形で，2009年 2月 1日に学会認定・臨床輸血看護師制度が設立．
　毎年 11 月の土日に，1 日目に講習会，2 日目午前に資格試験を実施．筆記試験合格後，指定施設（全国
92 施設）で病院研修の上，合否判定

第 1 回資格試験 埼玉医科大学総合医療センター 2010 年 12 月 19 日（日）
申請者 136 名，受験者 134 名，最終合格者 133 名

第 2 回資格試験 大阪医科大学 2011 年 11 月 6 日（日）
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申請者 157 名，受験者 155 名，最終合格者 153 名
第 3 回資格試験 東京医科歯科大学 2012 年 10 月 28 日（日）

申請者 170 名，受験者 163 名，最終合格者 159 名（合格率 93.5％）
第 4 回資格試験 京都大学 2013 年 11 月 3 日（日）

申請者 182 名，受験者 181（＋再受験 3）名，最終合格者 177 名（97.8％）
第 5 回資格試験 大宮ソニックシティ 2014 年 11 月 9 日（日）

申請者 112 名，受験者 107 名，最終合格者 106 名（合格率 94.6％）
第 6 回資格試験 大阪商工会議所 2015 年 11 月 8 日（日）

申請者 206 名，受験者 199 名，最終合格者 197 名（合格率 95.6％）
第 7 回資格試験 大宮ソニックシティ 2016 年 11 月 6 日（日）

申請者 180 名，受験者 179 名，筆記試験合格 173 名，病院研修の上，最終合格者 173 名（合格率
95.6％）

第 8 回資格試験 TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター 2017 年 11 月 5 日（日）
申請者 274 名，受験者 270 名，筆記試験合格 263 名，病院研修の上，最終合格者（見込み）：261
名（合格率 96.7％）

第 9 回資格試験 会場：関東地区で選定中 2018 年 11 月 4 日（日）

2016 年より認定者の更新が開始され，2018 年の更新率は 62.9％（前年 63.2％）
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